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相続登記の予定の有無 完了済み　・　予定あり　（　　　年　　月頃）　・　予定なし

住 所

かつらぎ町丁ノ町2160番地

かつらぎ町丁ノ町2160番地

固定資産相続人代表者（兼現所有者）指定届 

    年　　月　　日　　

　　　届出人（相続人代表者又は相続人）

　　　　　住    所　　　　かつらぎ町丁ノ町2160番地

　　かつらぎ町長　　　　　様

　 地方税法第9条の2第1項の規定による被相続人にかかる徴収金の賦課徴収（滞納処分を除く。）及び還付に
関する書類を受領する代表者、また、地方税法第343条第2項の規定による固定資産を現に所有する者の代表者
として下記のとおり届け出ます。
　 なお、この届出の内容について問題が生じた場合は、当方において解決します。

＞＞＞＞＞裏面もご覧ください。

※注意事項
１． この届出は、相続人全員の同意を得たうえで提出してください。
２．相続人及び相続人代表者の欄への記入は、本人の了解を得ている場合、代筆でも構いません。
３． この届出は、固定資産税等の納税に関するもので相続を確定するものではありません。

　　　　　氏    名　　　　かつらぎ　長次郎

　　　　　電話番号　　　　0736-22-0300

　　　　　被相続人との続柄　　子

代
表
者
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人

※  届出人と同じ場合は相続人代表者欄記入不要 

被
相
続
人

かつらぎ　太郎

　　　　　　　かつらぎ町丁ノ町2160番地

遺産分割協議書（写し）等を添付し

ていただける場合は記入不要です。




